
見附市告示第６２号 

 見附市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

  令和６年３月３１日 

見附市長  稲 田  亮      

見附市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 見附市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱（令和３年見附市告示第４４号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「きたして」を「来して」に、「補聴器の装用」を「補聴器装用」に、

「向上を図ることで」を「向上及び閉じこもりの防止を図り」に改める。 

 第２条第１号中「７４歳以下」を削る。 

 第３条第１項を次のように改める。 

  助成額は、補聴器購入費に２分の１を乗じて得た額とし、２５，０００円を上

限額とする。 

 第４条第１項第１号中「第１５条」を「第１５条第１項」に改め、同条第２項中

「再度の補聴器購入費の助成に係る前項」を「第１項」に、「前回の」を「この要

綱に基づき」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第１号に定める書類の有効期間は、当該書類作成の日から３か月とする。 

 第５条中「審査し」の次に「助成の可否を決定しなければならない。この場合に

おいて」を加える。 

 第６条中「通知」の次に「（以下「決定通知」という。）」を加え、「速やかに」

を削り、「第４条第２号」を「第４条第１項第２号」に改め、同条後段中「補聴器

を購入する者」を「申請者」に、「受領について」を「受領を」に、「当該申請書

は、当該補聴器」を「同条に定める書類に記載された」に改め、「補聴器を」を削

り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の購入は、決定通知の日が属する年度の３月３１日までに行わなければな

らない。 

 第７条中「難聴者補聴器購入費助成請求書」の次に「（様式第５号）」を加え、

「前条」を「前条第１項」に改める。 



 様式第１号中「、税務資料」を削り、「第１５条」を「第１５条第１項」に改め

る。 

 様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


